
緑枠は現場担当者が行います。

　

※ 1

　調査・分析（又は報告）が必要な現場を担当された方は、建築ポータルサイトから申請用の書式データ一式を

　ダウンロードしてください。

※ 2

必要な資料は以下の通りです。

①所定の書式（Excel）に調査結果を入力したデータ

②調査を行った部分が記載されている図面等

③石綿（有･無）の判断根拠

④事前調査者の資格の写し（2023年10月から必須）

※ 3

【報告対象となる工事】

① 解体部分の 延べ床面積が80㎡以上の建築物 の解体工事

② 請負金額が 税込100万円以上の建築物 の改修工事

③ 請負金額が 税込100万円以上の特定の工作物 の解体または改修工事

④ 総トン数が 20トン以上の船舶（鋼製のものに限る）の解体又は改修工事

※ 4

事前調査又は分析調査を行った実施記録の写しを、作業場に保管するとともに、解体等工事が終了した日から３年間保存する。

（保存は工務部工務担当で行う）

工務部工務担当で保存

2025.01　建築本部 工務部 工務担当

重要！ 　石綿事前調査結果報告は「工事着工前までに」システムへの登録し、発注者への事前説明が必要です！

石綿（有･無）事前調査結果を所定の書式（Excel）に入力【現場担当者】

石綿（有･無）事前調査結果資料を工事部長へ送付【現場担当者】

着工届作成時、石綿事前調査　要・不要確認【現場担当者】

　　原則、解体・改修・修繕工事全て調査が必要　→　※事前調査が不要な工事

石綿（有･無）事前調査【現場担当者】

工事着手前までに報告システムで報告

石綿事前調査報告が必要な工事の場合のみ

申請データ(.csv)から事前調査に係る各種文書を作成し

記入例データ【石綿有･無ver記入例】.pdfと共に担当所長へ送信

工事完了後、報告書作成

「特定粉じん排出等作業完了報告

石綿（有･無）事前調査結果資料を工務部工務担当へ送付

【現場担当者】

1.石綿事前調査結果報告フロー

発注者へ報告・署名をもらう

建築本部工務担当へPDFで提出

「事前調査説明書面」と「お知らせ看板」作成

書面を保存

発注者(担当者)に事前説明し「事前調査説明書面」に署名をもらう

建築本部工務担当へPDFで提出

※1

※2

石綿含有 有り・みなし 石綿含有 無し

※4

※3調
査
報
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時


